
調理の機能を有する自動販売機（容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直
接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必
要な装置を有するものを除く。）により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

主な留意点

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業（第２号関係）

改正後の変更点

従前、飲食店営業又は喫茶店営業として取り扱われていた調理機能を有する自動販売機を単
独の業種として規定した。

屋根、柱及び壁を有する建築物内に設置され、自動調理機能、液体原料容器と自動販売機
を直接連結して充填する機能、食品と直接接触する部品に対して自動洗浄・自動乾燥・薬剤
による消毒を行うことのできる機能（※）を有するコップ販売式自動販売機による営業は本号
の対象外（営業届出の対象）とする。

※ 具体的にどのような性能を指すかは、自動販売機の具体的な自販機の型番と併せて追って通知する。

定義



調理機能を有する自動販売機の営業許可、営業届出の取扱いフロー

※１ 危害発生の防止のために必要な装置の委細は、機種の型番と併せて追って通知する。

※２ 施行令第35条第２号では、屋内外の別に関して規定していない。しかし、自動洗浄装置等の高機能な装置が適切に稼働するに販売機本体が屋内に設置され
ていることが前提条件である。このため、仮に高機能な装置を有する機種であっても、屋外にあれば、必要な機能を発揮する状況にないことから②に属すること
となり、営業許可の対象となる。

※３ 「屋内」とは、「屋根、柱及び壁を有する建築物内」とする。

自動洗浄装置等※１

の危害発生防止の
ための装置の有無

機械・部品の
食品への接触
の有無

有

無

有

無

③営業届出
（例：コップ式自動販売機）

②営業許可
（例：コップ式自動販売機）

④営業届出
（例：包装済み冷凍食品を開
封せず加温する自動販売機）

設置場所※２

屋内※３

屋外

①営業許可
（例：コップ式自動販売機

調理うどんの自動販売機）



（参考）調理機能の無い自動販売機の届出要否

衛生管理上
の保管温度

①営業届出
（例：容器入り牛乳、サンドイッ
チの自動販売機）

冷蔵・冷凍

常温※

③営業許可・届
出いずれも不要

（例：缶ジュース、カップ麺（お湯を
客自ら注ぐタイプ）の自動販売機）

②営業届出
（例：パンの自動販売機）

保存期間

長期

短期

※ 施行令第35条の２第３号参照
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